
案 
令和４年  月  日 

 

座間市長 佐 藤 弥 斗 殿 

 

座間市子ども・子育て会議  

会 長  大 下  聖 治  

 

答  申  書 

 

令和４年８月９日付け座子政発第１５号で諮問のありました子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号。以下「法」という）の規定する事項については、座間市子ども・子育て会議で

審議した結果、次のとおり答申します。 

 

１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること（法第３１条第２項）について、別添

「第２期座間市子ども・子育て支援事業計画点検・評価等報告書（案）」のとおり報告します。 

 

２ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること（法第４３条第３項）について、別添   

「第２期座間市子ども・子育て支援事業計画点検・評価等報告書（案）」のとおり報告します。 

 

 ３ 市町村子ども・子育て支援事業計画について（法第６１条第７項）、別添「第２期座間市子

ども・子育て支援事業計画中間見直し」のとおり報告します。 

資料４ 


